
よう、小規模住居型児童養育事業所ごとに、養育者等の勤務の体制を定めてお

かなければならない。

○ 小規模住居型児童養育事業者は、養育者等の資質の向上のために、その研修

の機会を確保しなければならない。

⑬ 定員の遵守

○ 小規模住居型児童養育事業所の入居定員は、５人又は６人とする。

○ 小規模住居型児童養育事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。

ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

⑭ 非常災害対策

○ 小規模住居型児童養育事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非

、 、常災害に必要な設備を設けるとともに 非常災害に関する具体的な計画を立て

これに対する不断の注意と訓練を行うように努めなければならない。

２ 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の

養育に関し相当の経験を有する者その他厚生労働省令で定める者は、以下の①から④

までのいずれか及び⑤に該当する者とする。

① 養育里親として２年以上同時に２人以上の委託児童の養育の経験を有する者

② 養育里親として５年以上登録し、かつ、通算して５人以上の委託児童の養育の経

験を有する者

③ ３年以上児童福祉事業に従事した者

④ 上記に準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者

⑤ 児童福祉法第３４条の１５第１項各号に該当しない者

（※）ただし、①②については、施行日前における里親としての経験を含むものと

する。

児童福祉法

国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あ第３４条の３

らかじめ、 を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援厚生労働省令で定める事項

助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。

②・③ （略）

＜内容＞

○ 小規模住居型児童養育事業者が事業を開始する際の届出事項、事業を休廃止する

場合の届出事項は、児童自立生活援助事業と同様の事項とする （以下のとおり）。

＜参考＞届出事項

（事業開始の際の届出事項）

○ 事業を開始する際には、以下の事項を届出する。

・ 経営者の氏名及び住所（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）

・ 条例、定款その他の基本約款

・ 運営規程

・ 主な職員の氏名及び経歴
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